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投資顧問契約書兼契約締結時交付書面（新旧対照表） 

（下線部分変更） 

改訂後 現行 

投資顧問契約書兼契約締結時交付書面 

 

－ご注意－（省略） 

 

－投資顧問契約－ 

お客様とトレイダーズ証券株式会社（以下、「当社」といいま

す。）は、当社からお客様へ、当社の推奨する金融商品に関

する投資判断を継続的に行う投資助言サービスを供与する

ことに関し、以下のとおり投資顧問契約（以下、「本契約」とい

います。）を締結します。 

 

第1条～第3条 （省略） 

 

第4条（報酬の額、支払いの方法及び支払いの時期） 

（1）助言報酬 

当社は、「片道：0.2pips」に「お客様の取引数量」を乗じて得

た金額（税込）を徴収します。ただし、助言報酬は、みんなの

シストレで提供するスプレッドに含まれております。また、決

済通貨が外貨通貨の場合、当該通貨の換算価格は、みんな

のシストレの営業日クローズにおけるアスク価格とビット価格

の仲値を用いて計算します。て計算します。 

 

（2）（省略） 

 

第5条～第20条  （省略） 

 

平成30年1月27日 改訂 

以上 

投資顧問契約書兼契約締結時交付書面 

 

－ご注意－（省略） 

 

－投資顧問契約－ 

お客様とトレイダーズ証券株式会社（以下、「当社」といいま

す。）は、当社からお客様へ、当社の推奨する金融商品に関

する投資判断を継続的に行う投資助言サービスを供与する

ことに関し、以下のとおり投資顧問契約（以下、「本契約」とい

います。）を締結します。 

 

第1条～第3条 （省略） 

 

第4条（報酬の額、支払いの方法及び支払いの時期） 

（1）助言報酬 

当社は、「片道：0.1pips」に「お客様の取引数量」を乗じて得

た金額（税込）を徴収します。ただし、助言報酬は、みんなの

シストレで提供するスプレッドに含まれております。また、決

済通貨が外貨通貨の場合、当該通貨の換算価格は、みんな

のシストレの営業日クローズにおけるアスク価格とビット価格

の仲値を用いて計算します。 

 

（2）（省略） 

 

第5条～第20条  （省略） 

 

 

以上 

 


